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「旧
きゅう

彦
ひこ

根
ね

藩
はん

松
まつ

原
ばら

下
しも

屋
や

敷
しき

（お浜
はま

御
ご

殿
てん

）庭
てい

園
えん

」（松原
町）が、３月19日に国の名勝に指定されました。
この庭園は、文化７年（1810）に彦根藩第11代藩
主井

い

伊
い

直
なお

中
なか

によって造営されたと考えられています。
いわゆる「汐

しお

入
いり

式
しき

（注）」の池を中心に、びわ湖の水
や山の自然をじゅうぶんに観察し、活用した高い造
園技術を今日に伝える、江戸時代を代表する大名庭
園としてたいへん貴重なものです。

（注）汐入式…海の水位と連動して池水面が上下すること
によって、渚

なぎさ

の景色が変化するよう意図さ
れた手法

問い合わせ先 教育委員会文化財課☎26-5833

国の名勝に指定されました

旧彦根藩松原下屋敷（お浜御殿）庭園
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合
は
、
そ
の
軽
自
動
車
等
で
の

減
免
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

「
現
況
報
告
書
」
を
送
付
し
て

い
ま
せ
ん
。
新
た
に
所
有
す
る

軽
自
動
車
等
で
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
は
、
①
の
方
法

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
減
免
を
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
自
動
車
等
は
、
普
通

自
動
車
を
含
め
て
１
人
の
身

体
・
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
１

台
の
み
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
☎

◯　22　
１
４
１
１
番
内
線
２
０
３

番

囲
、
必
要
書
類
な
ど
に
つ
い

て
は
、
納
税
通
知
書
の
裏
面

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
前
年
度
（
平
成
13
年
度
）
に

減
免
の
手
続
き
を
し
た
人

は
、
３
月
末
ご
ろ
に
送
付
さ

れ
た
「
減
免
を
受
け
た
軽
自

動
車
等
に
対
す
る
現
況
報
告

書
」
を

税
務
課
へ
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
を
も
っ

て
手
続
き
が
な
さ
れ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、
現
況
報
告
書
送
付

の
時
点
で
名
義
変
更
や
廃
車
な

ど
に
よ
り
前
年
度
対
象
の
軽
自

動
車
等
を
所
有
し
て
い
な
い
場

身
体
障
害
者
ま
た
は
精
神
障

害
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等

に
か
か
る
軽
自
動
車
税
に
は
、

申
請
を
す
る
こ
と
で
税
が
免
除

さ
れ
る
制
度
（
減
免
）
が
あ
り

ま
す
。

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

は
、
次
の
と
お
り
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

①
５
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
る
納

税
通
知
書
を
持
っ
て
、
５
月

24
日
㈮
ま
で
に

税
務
課

（
市
役
所
２
階
）
ま
た
は
稲
枝
支

所
の
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
減
免
を
受
け
ら
れ
る
人

の
条
件
や
軽
自
動
車
等
の
範

⑴
昭
和
16
年
12
月
８
日
〜
平
成
13
年
３

月
31
日
の
間
に
死
亡
し
た
人
の
遺
族

⑵
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
人

⑶
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
っ
た
人
の

遺
族

支
給
内
容

⑴
・
⑶

弔
慰
金
２
６
０
万
円

⑵

見
舞
金
等
４
０
０
万
円

請
求
期
限

平
成
16
年
３
月
31
日

※
日
韓
協
定
公
布
（
昭
和
40
年
12
月
18

日
）
ま
で
に
本
邦
に
入
国
し
た
人
や
、

不
明
な
点
の
あ
る
人
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
課
☎
◯　 23　

９
５
９
０
番
、

健
康
福
祉
政
策
課

☎
０
７
７-

５
２
８-

３
５
１
４
番

日
か
ら
同
27
年
４
月
28
日
の
間
に

日
本
で
出
生
し
、
そ
の
後
引
き
続

き
日
本
に
在
留
し
て
い
る
人

②
日
本
で
出
生
し
、
そ
の
後
引
き
続
き

日
本
に
在
留
す
る
平
和
条
約
国
籍
離

脱
者
の
子
孫

③
帰
化
に
よ
り
日
本
国
籍
を
取
得
し
、

引
き
続
き
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い

る
人
で
、
帰
化
し
な
か
っ
た
と
し
た

ら
①
②
に
該
当
し
た
と
思
わ
れ
る
人

◆
①
〜
③
に
該
当
す
る
人
で
、
昭
和
12
年

７
月
７
日
以
降
の
公
務
傷
病
に
よ
り
、

「
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
」
等
で
あ

る
旧
軍
人
軍
属
戦
没
者
遺
族
等
に
対

し
、人
道
的
精
神
に
基
づ
い
て
弔
慰
金
、

見
舞
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
人

①
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
＝
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
発
効
に
伴

い
日
本
国
籍
を
離
脱
し
た
人
で
、

（ア）
昭
和
20
年
９
月
２
日
以
前
か
ら
引

き
続
き
日
本
に
在
留
し
て
い
る
人

（イ）
実
の
父
ま
た
は
母
が
右
の
（ア）
に
該

当
す
る
人
で
、
昭
和
20
年
９
月
３

昨
年
刊
行
の
﹃
彦
根

明
治
の
古

地
図

一
﹄
に
続
き
、﹃
彦
根

明
治

の
古
地
図

二
﹄を
４
月
20
日
㈯
か
ら

発
売
し
ま
す
。﹃
彦
根

明
治
の
古
地

図
二
﹄
に
は
、
旧
河
瀬
村
・
旧
日
夏

村
・
旧
磯
田
村
・
旧
南
青
柳
村
・
旧

福
満
村
・
旧
高
宮
村
・
旧
千
本
村
の

各
字
に
関
す
る
66
点
の
古
地
図
を
カ

ラ
ー
で
収
録
し
て
い
ま
す
。

◆
本
の
体
裁

Ａ
４
判
縦
型
１
６
７
ペ
ー
ジ

◆
頒
布
価
格

２
、０
０
０
円
（
税
込
）

次
の
と
こ
ろ
で
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

書
　
　
店

太
田
書
店
（
銀
座
町
）
／
ブ
ッ
ク
プ
ラ
ザ
（
銀
座
町
）
／
堀
田
書
店
（
本

町
一
丁
目
）
／
天て

ん

晨し
ん

堂ど
う

本
部
（
長
曽
根
南
町
）
／
ビ
バ
シ
テ
ィ
ブ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
（
ビ
バ
シ
テ
ィ
彦
根
内
）
／
誠
文
堂
書
店
（
佐
和
町
）
／
ヨ
シ
ダ
書
店

（
京
町
三
丁
目
）
／
藤
田
書
店
（
大
東
町
）
／
平
和
書
店
（
ア
ル
・
プ
ラ
ザ
彦

根
内
）
／
ブ
ッ
ク
ス
・
Ｋ
（
大
東
町
）
／
Ｃ
Ｂ
ワ
ー
ル
ド
フ
ジ
ノ
（
平
田

町
）
／
北
川
書
店
（
高
宮
町
）
／
ぶ
っ
く
ハ
ウ
ス
北
川
河
瀬
店
（
南
川
瀬

町
）
／
脇
坂
書
店
（
稲
部
町
）
／
藤
村
書
店
（
田
原
町
）

市
役
所
の
窓
口

市
役
所
１
階
受
付
／
支
所
・
各
出
張
所
／
市
史
編
さ
ん
室
（
市
民
会
館

２
階
）

※
な
お
、﹃
新
修
彦
根
市
史

第
六
巻

史
料
編

近
世

一
﹄
は
、
５
月

下
旬
に
発
売
の
予
定
で
す
。
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
☎
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３
５
４
４
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、
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Ａ
Ｘ
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３
５
５
４
番

身体障害者等の 
軽自動車税減免手続き 


